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   対馬市告示第69号 

    令和３年第２回対馬市議会臨時会を次のとおり招集する 

       令和３年６月２日 

                               対馬市長 比田勝尚喜 

   １ 期 日  令和３年６月10日（木） 

   ２ 場 所  対馬市議会議場 

 

   ○開会日に応招した議員 

糸瀬 雅之君          陶山荘太郎君 

神宮 保夫君          島居 真吾君 

坂本 充弘君          伊原  徹君 

入江 有紀君          船越 洋一君 

脇本 啓喜君          春田 新一君 

小島 德重君          黒田 昭雄君 

小田 昭人君          波田 政和君 

小宮 教義君          上野洋次郎君 

初村 久藏君          大浦 孝司君 

作元 義文君                 

 

   ○６月11日に応招した議員 

糸瀬 雅之君          陶山荘太郎君 

神宮 保夫君          島居 真吾君 

坂本 充弘君          伊原  徹君 

入江 有紀君          船越 洋一君 

脇本 啓喜君          春田 新一君 

小島 德重君          小田 昭人君 

波田 政和君          小宮 教義君 

上野洋次郎君          大浦 孝司君 

作元 義文君          黒田 昭雄君 

初村 久藏君                 
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令和３年 第２回 対 馬 市 議 会 臨 時 会 会 議 録（第１日） 

                           令和３年６月10日（木曜日） 

 

議事日程（第１号） 

                       令和３年６月10日 午前10時00分開会 

    日程第１ 仮議席の指定 

    日程第２ 議長の選挙 

    追加日程第１ 議席の指定 

    追加日程第２ 会議録署名議員の指名 

    追加日程第３ 会期の決定 

    追加日程第４ 副議長の選挙 

    追加日程第５ 常任委員の選任 

    追加日程第６ 議会運営委員の選任 

    追加日程第７ 長崎県病院企業団議会議員の選挙 

    追加日程第８ 長崎県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙 

    追加日程第９ 議席の一部変更 

 

本日の会議に付した事件 

    日程第１ 仮議席の指定 

    日程第２ 議長の選挙 

    追加日程第１ 議席の指定 

    追加日程第２ 会議録署名議員の指名 

    追加日程第３ 会期の決定 

    追加日程第４ 副議長の選挙 

    追加日程第５ 常任委員の選任 

    追加日程第６ 議会運営委員の選任 

    追加日程第７ 長崎県病院企業団議会議員の選挙 

    追加日程第８ 長崎県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙 

    追加日程第９ 議席の一部変更 

 

出席議員（19名） 
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１番 糸瀬 雅之君       ２番 陶山荘太郎君 

３番 神宮 保夫君       ４番 島居 真吾君 

５番 坂本 充弘君       ６番 伊原  徹君 

７番 入江 有紀君       ８番 船越 洋一君 

９番 脇本 啓喜君       10番 春田 新一君 

11番 小島 德重君       12番 黒田 昭雄君 

13番 小田 昭人君       14番 波田 政和君 

15番 小宮 教義君       16番 上野洋次郎君 

17番 初村 久藏君       18番 大浦 孝司君 

19番 作元 義文君                 

 

欠席議員（なし） 

 

欠  員（なし） 

 

事務局出席職員職氏名 

局長      國分 幸和君  次長     平間 博文君 

課長補佐    柚谷 智之君  係長     犬束 興樹君 

 

説明のため出席した者の職氏名 

市長  比田勝尚喜君 

副市長  俵  輝孝君 

教育長  永留 和博君 

総務部長  木寺 裕也君 

総務課長（選挙管理委員会事務局書記長）  桐谷 和孝君 

しまづくり推進部長  伊賀 敏治君 

観光交流商工部長  村井 英哉君 

市民生活部長  二宮 照幸君 

福祉保険部長  乙成 一也君 

健康づくり推進部長  松井 惠夫君 

農林水産部長  黒岩 慶有君 

建設部長  佐々木雅仁君 
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水道局長  立花 大功君 

教育部長  八島 誠治君 

中対馬振興部長  波田 安徳君 

上対馬振興部長  森山 忠昭君 

美津島行政サービスセンター所長  瀧川 昌浩君 

峰行政サービスセンター所長  藤原 亘宏君 

上県行政サービスセンター所長  原田 勝彦君 

消防長  主藤 庄司君 

会計管理者  阿比留 裕君 

監査委員事務局長  内山  歩君 

農業委員会事務局長  主藤 公康君 

 

午前10時00分開会 

○事務局長（國分 幸和君）  おはようございます。議会事務局局長の國分幸和でございます。 

 本臨時会は一般選挙後最初の議会でございます。議長が選挙されるまでの間、地方自治法第

１０７条の規定によりまして、出席議員の中で年長の議員が臨時に議長の職務を執り行うことに

なっております。 

 本日の出席議員中、入江有紀議員が年長議員でありますので、御紹介をいたします。入江有紀

議員、議長席にお着きください。（拍手） 

〔臨時議長 入江 有紀君議長席に着く〕 

○臨時議長（入江 有紀君）  おはようございます。入江有紀と申します。規定によりまして、臨

時に議長の職務を行います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 ただいまから令和３年第２回対馬市議会臨時会を開会します。 

 これから本日の会議を開きます。 

 市長から挨拶の申出があっておりますので、それを受けます。市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  おはようございます。臨時会の開会に当たりまして、一言御挨拶申し上

げます。 

 本日ここに令和３年第２回対馬市議会臨時会を招集いたしましたところ、議員の皆様には、御

健勝にて出席賜り、衷心より御礼申し上げます。 

 また、皆様におかれましては５月１６日執行の市議会議員一般選挙において、市民の皆様の御

信任を得られ、めでたく当選をされました。まずもって、心よりお喜びを申し上げる次第でござ

います。 
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 本日は、選挙後初めて招集いたしました議会であり、議長、副議長の選挙をはじめ、常任委員

会、議会運営委員会の委員選任など、議会構成が決定される予定であります。 

 政府は、新型コロナウイルス感染対策として全国の１０都道府県に発令している緊急事態宣言

を今月２０日まで延長いたしました。その新型コロナウイルス感染対策の切り札となるワクチン

接種は、発症予防や重症化予防に対する高い効果が証明されております。 

 厚生労働省から、６５歳以上の高齢者における２回目の接種終了時期を７月末へ前倒しするよ

う指示があっており、希望する市民の皆様に迅速かつ適切にワクチン接種を進めていかなければ

なりません。 

 本市におきましては、これらワクチン接種に関する業務について、基幹となる健康づくり推進

部はもとより、全庁を挙げ、業務に当たっているところでございます。 

 年齢の高い方から順次ワクチン接種の予約に必要となります接種券をお送りし、段階的にワク

チン接種を実施しております。６月４日には６５歳以上の高齢者の方全員への接種券発送を終え、

まずは高齢者向け接種を７月末までに終了できるよう、また次の接種順位の実施計画策定に取り

組んでいるところでございます。 

 ワクチン接種の予約に際して電話がつながりにくい状況が続き、市民の皆様に大変御迷惑・御

心配をおかけしております。市内の医療機関の御協力の下、予約枠は確保できておりますので、

電話がつながらない場合は時間を置いてお電話していただきますようお願いいたします。 

 なお、６月６日現在のワクチン接種状況は、６５歳以上高齢者１万１,１８９人のうち、１回

目の接種終了者２,９５９人、２６.４％。２回目の接種終了者１９２人、１.７％となっており

ます。 

 本臨時会において御審議願います案件は、令和２年度一般会計補正予算専決処分等承認案件

５件、条例の一部改正専決処分承認案件４件、令和２年度一般会計継続費繰越計算書等報告３件

の合わせて１２件の議案について御審議をお願いするものでございます。 

 内容につきましては、提案の際、担当部長から説明を行いますので、慎重に御審議の上、適正

なる御決定を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 以上、開会に当たっての挨拶といたします。 

○臨時議長（入江 有紀君）  次に、一般選挙後の初議会でございますので、市職員の自己紹介を

自席よりお願いいたします。 

○副市長（俵  輝孝君）  おはようございます。副市長を拝命しております俵といいます。よろ

しくお願いいたします。 

○総務部長（木寺 裕也君）  おはようございます。本年４月１日から総務部長を拝命いたしてお

ります木寺裕也と申します。どうぞよろしくお願いします。 
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○しまづくり推進部長（伊賀 敏治君）  おはようございます。しまづくり推進部長を拝命してお

ります伊賀敏治と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○観光交流商工部長（村井 英哉君）  おはようございます。４月１日付をもちまして観光交流商

工部長を拝命しております村井英哉と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○市民生活部長（二宮 照幸君）  おはようございます。４月１日付で市民生活部長を拝命いたし

ております二宮でございます。よろしくお願いいたします。 

○福祉保険部長（乙成 一也君）  おはようございます。４月１日付で福祉保険部長兼ねまして福

祉事務所長を拝命いたしました乙成一也と申します。よろしくお願いします。 

○健康づくり推進部長（松井 惠夫君）  おはようございます。健康づくり推進部長を拝命いたし

ております松井惠夫と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○農林水産部長（黒岩 慶有君）  おはようございます。農林水産部長を拝命いたしました黒岩慶

有と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○建設部長（佐々木雅仁君）  おはようございます。４月１日付で建設部長を拝命しております

佐々木でございます。どうぞよろしくお願いします。 

○総務課長（桐谷 和孝君）  おはようございます。総務課長の桐谷和孝と申します。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○教育長（永留 和博君）  おはようございます。教育長を拝命しております永留と申します。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

○教育部長（八島 誠治君）  おはようございます。４月１日から教育部長を拝命しております八

島誠治と申します。よろしくお願いいたします。 

○消防長（主藤 庄司君）  おはようございます。消防本部消防長を拝命しております主藤と申し

ます。よろしくお願いします。 

○水道局長（立花 大功君）  おはようございます。水道局長の立花です。どうぞよろしくお願い

します。 

○監査委員事務局長（内山  歩君）  おはようございます。４月１日付で監査委員事務局長を拝

命いたしております内山と申します。よろしくお願いします。 

○会計管理者（阿比留 裕君）  おはようございます。会計管理者の阿比留裕と申します。よろし

くお願いします。 

○中対馬振興部長（波田 安徳君）  おはようございます。中対馬振興部長を拝命いたしておりま

す波田安徳と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○上対馬振興部長（森山 忠昭君）  おはようございます。上対馬振興部長を拝命しております森

山忠昭と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 
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○農業委員会事務局長（主藤 公康君）  おはようございます。４月１日付で農業委員会事務局長

を拝命いたしました主藤公康と申します。よろしくお願いします。 

○美津島行政サービスセンター所長（瀧川 昌浩君）  おはようございます。美津島行政サービス

センター所長を拝命しております瀧川と申します。よろしくお願いいたします。 

○峰行政サービスセンター所長（藤原 亘宏君）  おはようございます。峰行政サービスセンター

所長を拝命しております藤原と申します。よろしくお願いいたします。 

○上県行政サービスセンター所長（原田 勝彦君）  おはようございます。上県行政サービスセン

ター所長の原田勝彦と申します。よろしくお願いいたします。 

○臨時議長（入江 有紀君）  以上で職員の自己紹介を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．仮議席の指定 

○臨時議長（入江 有紀君）  日程第１、仮議席の指定を行います。 

 仮議席は今お座りの議席とします。 

 暫時休憩します。議員全員協議会を開催しますので、議員控室にお集まり願います。 

午前10時13分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

〔全員協議会〕 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前10時28分再開 

○臨時議長（入江 有紀君）  再開します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２．議長の選挙 

○臨時議長（入江 有紀君）  日程第２、議長の選挙を行います。 

○議員（１４番 波田 政和君）  仮議長、ちょっとよろしいですか。 

○臨時議長（入江 有紀君）  はい、波田議員。 

○議員（１４番 波田 政和君）  仮議長さんに発言の許可を求めたいんですが、進行上について

でございますので許可をお願いしたいんですが、よろしいでしょうか。 

○臨時議長（入江 有紀君）  暫時休憩します。 

○議員（１４番 波田 政和君）  いや、続行してください。 

○臨時議長（入江 有紀君）  どうぞ。 

○議員（１４番 波田 政和君）  いや、続行の宣言をしてください。 

○臨時議長（入江 有紀君）  続行の宣言をします。 
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○議員（１４番 波田 政和君）  ありがとうございます。早速の取扱いありがとうございます。 

 私は、この議長選挙に入る前に、議員皆様に再確認したいことがございますので、発言の許可

を求めた次第でございます。どうぞよろしくお願いします。 

 まず初めに、対馬市議会議長決定は、ただいまも全協で話がありましたが、推薦方式ではなく

１９名での投票による決定で行われると聞いておりますが、間違いございませんでしょうか。正

式に決定した議長が不在でありますので、進行上、議会事務局にお尋ねし、答弁を求めます。 

○臨時議長（入江 有紀君）  暫時休憩します。 

午前10時30分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前10時31分再開 

○臨時議長（入江 有紀君）  再開します。 

○議員（１４番 波田 政和君）  ありがとうございました。ならば、対馬市民の皆様に負託を受

けた我々１９名の議員の方々が、このときこの議場で公職選挙法を準じ、議会の代表議長を投票

選挙で決定するはずだと思っておりますが、議会議員の責務でもあると私は自負しております。

皆様方も同じだと思っておりますが、いかがでしょうか。 

 この議場での議長決定投票も行われていない中、既に正副議長の決定が公然と実名で話されて

いることに私は市民を無視した身勝手で軽率な行動であるのではと思っています。 

 また、会派内での決定なら議員活動の範疇であると考えますが、他会派を巻き込んだ工作決定

などには行き過ぎがあり、対向犯という犯罪が成立する気がします。公職選挙法でいうなら、利

益誘導、利益供与も疑われる行為が平然と行われているとするのなら、たくさんの税を投入し、

行われた市議会議員選挙も、首謀者をはじめ関係各位の議員失職となりかねないことも想定され、

再選挙も視野に考えなければならない事実が起こったとき、市民皆様の信託を裏切り、議会基本

条例も無視したこととなりかねません。 

 議員皆様、いま一度冷静に考えられて、次世代の人材育成と対馬発展のために汗をかこうでは

ありませんか。 

 これから行われます１９名の議員の方々による良識ある投票こそが、支持者の思いを背負って

いますことを再認識していただき、年功序列やなりたい人材ではなく、市議会の代表としてなっ

ていただきたい人材を決定しようではありませんか。 

 私は、場外で決定され、数の勢いでの多数派工作など、議員である前に一市民として認めるこ

とは到底できないことをここに申し添えておきます。 

 それと、市議会は会派制を導入しており、既に４会派の結成届が出されているようにあります。

少なくとも会派からいろんな思いを持って会派を組んであるわけでございますので、議長選挙へ
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の立候補宣言とか抱負など全市民の皆様へ報道を通し、知らしめることが議会改革であり、開か

れた議会であると信じております。 

 そこで、提案でございますが、議長選への出馬を予定されている方々へ出馬表明とか抱負など

場所を与えようでありませんか。市民皆様にも透明性があり、おのおのの取組方を知り、決定に

つながると信じております。 

 ぜひ、開かれた議会を唱えるとするならば、そういった宣言などをしていただきながら、皆さ

んに分かっていける改革をぜひ今回取っていただきたいとこのように思って、私の良識ある議員

様の御判断に期待して発言を終わりたいと思いますので、取り計らいをよろしくお願いしておき

ます。 

 以上です。（拍手） 

○臨時議長（入江 有紀君）  暫時休憩します。 

午前10時35分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前10時37分再開 

○臨時議長（入江 有紀君）  再開します。 

 議長選挙を行います。 

 選挙は投票で行います。議場の出入口を閉めます。 

〔議場閉鎖〕 

○臨時議長（入江 有紀君）  ただいまの出席議員は１９人です。 

 次に、立会人を指名します。会議規則第３１条２項の規定によって、立会人に糸瀬雅之君及び

陶山荘太郎君を指名します。 

 投票用紙を配ります。 

〔投票用紙配付〕 

○臨時議長（入江 有紀君）  念のため申し上げます。投票は単記無記名です。 

 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○臨時議長（入江 有紀君）  配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検します。 

〔投票箱点検〕 

○臨時議長（入江 有紀君）  異状なしと認めます。 

 ただいまから投票を行います。 

 １番議員から順番に事務局長が氏名を読み上げますので、議長席に向かって右側から登壇して
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投票し、左側から降壇願います。 

〔事務局長点呼・議員投票〕 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

 １番 糸瀬 雅之議員      ２番 陶山荘太郎議員 

 ３番 神宮 保夫議員      ４番 島居 真吾議員 

 ５番 坂本 充弘議員      ６番 伊原  徹議員 

 ８番 船越 洋一議員      ９番 脇本 啓喜議員 

１０番 春田 新一議員     １１番 小島 德重議員 

１２番 黒田 昭雄議員     １３番 小田 昭人議員 

１４番 波田 政和議員     １５番 小宮 教義議員 

１６番 上野洋次郎議員     １７番 初村 久苻議員 

１８番 大浦 孝司議員     １９番 作元 義文議員 

 ７番 入江 有紀議員                 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○臨時議長（入江 有紀君）  投票漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○臨時議長（入江 有紀君）  投票漏れなしと認めます。これで投票を終わります。 

 これから開票を行います。 

 糸瀬雅之君及び陶山荘太郎君、開票の立ち会いをお願いします。 

〔開票〕 

○臨時議長（入江 有紀君）  選挙の結果を報告します。 

 投票総数１９票、有効投票１９票、無効投票ゼロ。有効投票のうち、初村久苻君１３票、大浦

孝司君６票、以上のとおりです。 

 この選挙の法定得票数は５票です。したがって、初村久苻君が議長に当選されました。（拍

手） 

 議場の出入口を開きます。 

〔議場開鎖〕 

○臨時議長（入江 有紀君）  ただいま議長に当選されました初村久苻君が議場におられます。会

議規則第３２条第２項の規定によって当選の告知をします。 

 初村久苻君、登壇して挨拶をお願いします。 

○議員（１７番 初村 久苹君）  ただいま議長当選の告知を頂きました初村久苻でございます。

身に余る光栄と存じながら、この責任の重大さを痛感をいたしております。 
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 さきの市議会議員選挙におきまして、私たち１９名が当選させていただき、心より感謝を申し

上げます。今後は、市民の付託に応え、一人一人が責任ある議会議員として市民の幸せと安心、

安全を願い、対馬市発展のため努めていく覚悟でございます。 

 議員の皆様には、チェック機能はもちろんではございますが、対馬市に対するそれぞれの訴え

てきた公約を基に、よりよい市政発展のため、私も公平・公正な議会運営を務めてまいりますの

で、一致団結して頑張っていこうではありませんか。 

 市長をはじめ、市幹部の皆様には、世界中で蔓延しているコロナウイルスで大変な時期ではご

ざいますが、市民の安心、安全を守るため、１日でも早くワクチン接種が市民の皆様に行き渡る

よう努めていただきたいと思います。 

 また、対馬市の財政が厳しい中、知恵を出し合い、最少の財源で最高の効果が見える政策の立

案をお願いをいたします。 

 最後に、市民の皆様、議会議員の皆様方の暖かい御支援・御協力を賜りますようお願いを申し

上げまして、私の御挨拶に代えさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。（拍

手） 

○臨時議長（入江 有紀君）  以上をもちまして、臨時議長の職務を終わりました。議長を交代し

ます。 

 議員皆様の御協力誠にありがとうございました。 

 暫時休憩します。（拍手） 

午前10時57分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前10時59分再開 

○議長（初村 久苹君）  再開します。 

 配付のとおり、議事日程を追加いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

追加日程第１．議席の指定 

○議長（初村 久苹君）  追加日程第１、議席の指定を行います。 

 議席は、ただいま着席のとおり指定します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

追加日程第２．会議録署名議員の指名 

○議長（初村 久苹君）  追加日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定によって、神宮保夫君及び島居真吾君を指名しま

す。 
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癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

追加日程第３．会期の決定 

○議長（初村 久苹君）  追加日程第３、会期の決定を議題とします。 

 お諮りします。本臨時会の会期は、本日から６月１１日までの２日間としたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  異議なしと認めます。 

 会期は、本日から６月１１日までの２日間に決定しました。 

 暫時休憩します。 

 議員全員協議会を開催しますので、議員控室にお集まり願います。 

午前11時01分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

〔全員協議会〕 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時09分再開 

○議長（初村 久苹君）  再開します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

追加日程第４．副議長の選挙 

○議長（初村 久苹君）  追加日程第４、副議長の選挙を行います。 

 選挙は投票で行います。議場の出入口を閉めます。 

〔議場閉鎖〕 

○議長（初村 久苹君）  ただいまの出席議員は１９人です。 

 次に、立会人を指名します。会議規則第３１条第２項の規定によって、立会人に坂本充弘君及

び伊原徹君を指名します。 

 投票用紙を配ります。 

〔投票用紙配付〕 

○議長（初村 久苹君）  念のため申し上げます。投票は単記無記名です。 

 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検します。 

〔投票箱点検〕 
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○議長（初村 久苹君）  異状なしと認めます。 

 ただいまから、投票を行います。 

 １番議員から順番に、事務局長が氏名を呼び上げますので、議長席に向かって右側から登壇し

て投票し、左側から降壇願います。 

〔事務局長点呼・議員投票〕 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

１番 糸瀬 雅之議員        ２番 陶山荘太郎議員 

３番 神宮 保夫議員        ４番 島居 真吾議員 

５番 坂本 充弘議員        ６番 伊原  徹議員 

７番 入江 有紀議員        ８番 船越 洋一議員 

９番 脇本 啓喜議員       １０番 春田 新一議員 

１１番 小島 德重議員       １２番 黒田 昭雄議員  

１３番 小田 昭人議員       １４番 波田 政和議員  

１５番 小宮 教義議員       １６番 上野洋次郎議員  

１８番 大浦 孝司議員       １９番 作元 義文議員  

１７番 初村 久藏議員                    

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（初村 久苹君）  投票漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  投票漏れなしと認めます。これで投票を終わります。 

 これから開票を行います。坂本充弘君及び伊原徹君、開票の立会いをお願いします。 

〔開票〕 

○議長（初村 久苹君）  選挙の結果を報告します。 

 投票総数１９票、有効投票１３票、無効投票６票。有効投票のうち、黒田昭雄君１３票。以上

のとおりです。 

 この選挙の法定得票数は４票です。したがって、黒田昭雄君が副議長に当選されました。 

 議場の出入口を開きます。 

〔議場開鎖〕 

○議長（初村 久苹君）  ただいま副議長に当選された、黒田昭雄君が議場におられます。会議規

則第３２条第２項の規定によって、当選の告知をします。 

 黒田昭雄君、登壇して挨拶をお願いします。 

○議員（１２番 黒田 昭雄君）  一言、御挨拶を申し上げます。ただいま副議長選挙におきまし
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て議員各位の御推挙を賜り、副議長に就任させていただきました黒田昭雄でございます。大変光

栄に存じますとともに、その責任の重大さも痛感しているところでございます。微力ではござい

ますが、初村議長に御指導を賜りながら、議長に事故あるときには、その代理を行うものである

ことを念頭に、皆様方のお力添えをいただきながら、対馬市議会の円滑なる議会運営と本市のさ

らなる発展、活性化に誠心誠意努めてまいる所存でございます。 

 議員の皆様並びに市長はじめ、執行部の皆様方の御指導、御鞭撻を賜りますよう、心からお願

い申し上げ、副議長就任の御挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。（拍手） 

○議長（初村 久苹君）  昼食休憩とします。 

 再開は、午後１時からとします。 

午前11時26分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後１時00分再開 

○議長（初村 久苹君）  再開します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

追加日程第５．常任委員の選任 

○議長（初村 久苹君）  追加日程第５、常任委員の選任を行います。 

 常任委員は、委員会条例第８条第１項の規定により、お手元に配付しております名簿のとおり、

指名します。 

 これから正副委員長互選のため、各常任委員会を招集します。委員会ごとに各委員会室へお集

りください。なお、各常任委員会の正副委員長互選が終わり次第、議員控室において議員全員協

議会を開催いたします。 

 暫時休憩します。 

午後１時01分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

〔全員協議会〕 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後２時08分再開 

○議長（初村 久苹君）  再開します。 

 各委員会の正副委員長が決定しました。 

 総務文教常任委員会は、委員長、上野洋次郎君、副委員長、糸瀬雅之君。厚生常任委員会は、

委員長、小田昭人君、副委員長、坂本充弘君。産業建設常任委員会は、委員長、春田新一君、副

委員長、入江有紀君。 
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 以上、報告します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

追加日程第６．議会運営委員の選任 

○議長（初村 久苹君）  追加日程第６、議会運営委員の選任を行います。 

 議会運営委員は、委員会条例第８条第１項の規定により、お手元に配付しております名簿のと

おり指名します。なお、議会運営委員会の委員長及び副委員長の互選のため、議会運営委員会を

第１会議室に招集します。 

 暫時休憩します。 

午後２時10分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

〔議会運営委員会〕 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後２時18分再開 

○議長（初村 久苹君）  再開します。 

 議会運営委員会の正副委員長が決定しましたので、報告します。 

 委員長、船越洋一君、副委員長、大浦孝司君。 

 以上のとおりです。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

追加日程第７．長崎県病院企業団議会議員の選挙 

○議長（初村 久苹君）  追加日程第７、長崎県病院企業団議会議員の選挙を行います。 

 同企業団規約第７条第１号の規定に基づき、選挙する議員の数は２人です。 

 お諮りします。選挙の方法については、指名推選にしたいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  異議なしと認めます。 

 選挙の方法は、指名推選とすることに決定しました。 

 次に、指名の方法は、議長が行うことに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  異議なしと認めます。 

 指名は議長が行うことに決定しました。 

 それでは、脇本啓喜君、伊原徹君の２人を指名します。 

 御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（初村 久苹君）  異議なしと認めます。 

 したがって、当選人は脇本啓喜君、伊原徹君の２人に決定しました。 

 脇本啓喜君、伊原徹君に、当選の告知をします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

追加日程第８．長崎県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙 

○議長（初村 久苹君）  追加日程第８、長崎県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙を行いま

す。 

 同広域連合規約第８条第２項第４号の規定に基づき、選挙する議員は１人です。 

 お諮りします。選挙の方法については、指名推選にしたいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  異議なしと認めます。 

 選挙の方法は、指名推選とすることに決定しました。 

 次に、指名の方法は、議長が行うことに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  異議なしと認めます。 

 指名は議長が行うことに決定しました。 

 それでは、小島德重君を指名します。 

 御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  異議なしと認めます。 

 したがって、当選人は、小島德重君に決定しました。 

 小島德重君に、当選の告知をします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

追加日程第９．議席の一部変更 

○議長（初村 久苹君）  追加日程第９、議席の一部変更を議題とします。 

 議長及び副議長が決定しましたので、配付しております議席表のとおり、議席の一部を変更し

たいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  異議なしと認めます。 

 配付しました議席表のとおり、変更することに決定しました。次の会議から変更後の議席に着

席願います。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 
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○議長（初村 久苹君）  以上で、本日の議事日程は全て終了しました。 

 明日は定刻午前１０時から本会議を開き、議案審査等を行います。 

 本日はこれで散会とします。お疲れさまでした。 

午後２時22分散会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 
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令和３年 第２回 対 馬 市 議 会 臨 時 会 会 議 録（第２日） 

                           令和３年６月11日（金曜日） 

 

議事日程（第２号） 

                       令和３年６月11日 午前10時00分開議 

    日程第１ 承認第２号 専決処分の承認を求めることについて（令和２年度対馬市

一般会計補正予算（第１６号）） 

    日程第２ 承認第３号 専決処分の承認を求めることについて（令和２年度対馬市

診療所特別会計補正予算（第５号）） 

    日程第３ 承認第４号 専決処分の承認を求めることについて（令和２年度対馬市

国民健康保険特別会計補正予算（第５号）） 

    日程第４ 承認第５号 専決処分の承認を求めることについて（令和２年度対馬市

介護保険特別会計補正予算（第４号）） 

    日程第５ 承認第６号 専決処分の承認を求めることについて（令和３年度対馬市

一般会計補正予算（第２号）） 

    日程第６ 承認第７号 専決処分の承認を求めることについて（対馬市区長設置条

例の一部を改正する条例） 

    日程第７ 承認第８号 専決処分の承認を求めることについて（対馬市税条例等の

一部を改正する条例） 

    日程第８ 承認第９号 専決処分の承認を求めることについて（対馬市国民健康保

険条例の一部を改正する条例） 

    日程第９ 承認第10号 専決処分の承認を求めることについて（対馬市介護保険条

例の一部を改正する条例） 

    日程第10 報告第１号 令和２年度対馬市一般会計継続費繰越計算書について 

    日程第11 報告第２号 令和２年度対馬市一般会計繰越明許費繰越計算書について 

    日程第12 報告第３号 令和２年度対馬市水道事業会計繰越計算書について 

    日程第13 議会運営委員会の閉会中の継続調査について 

 

本日の会議に付した事件 

    日程第１ 承認第２号 専決処分の承認を求めることについて（令和２年度対馬市

一般会計補正予算（第１６号）） 
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    日程第２ 承認第３号 専決処分の承認を求めることについて（令和２年度対馬市

診療所特別会計補正予算（第５号）） 

    日程第３ 承認第４号 専決処分の承認を求めることについて（令和２年度対馬市

国民健康保険特別会計補正予算（第５号）） 

    日程第４ 承認第５号 専決処分の承認を求めることについて（令和２年度対馬市

介護保険特別会計補正予算（第４号）） 

    日程第５ 承認第６号 専決処分の承認を求めることについて（令和３年度対馬市

一般会計補正予算（第２号）） 

    日程第６ 承認第７号 専決処分の承認を求めることについて（対馬市区長設置条

例の一部を改正する条例） 

    日程第７ 承認第８号 専決処分の承認を求めることについて（対馬市税条例等の

一部を改正する条例） 

    日程第８ 承認第９号 専決処分の承認を求めることについて（対馬市国民健康保

険条例の一部を改正する条例） 

    日程第９ 承認第10号 専決処分の承認を求めることについて（対馬市介護保険条

例の一部を改正する条例） 

    日程第10 報告第１号 令和２年度対馬市一般会計継続費繰越計算書について 

    日程第11 報告第２号 令和２年度対馬市一般会計繰越明許費繰越計算書について 

    日程第12 報告第３号 令和２年度対馬市水道事業会計繰越計算書について 

    日程第13 議会運営委員会の閉会中の継続調査について 

 

出席議員（19名） 

１番 糸瀬 雅之君       ２番 陶山荘太郎君 
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７番 入江 有紀君       ８番 船越 洋一君 

９番 脇本 啓喜君       10番 春田 新一君 

11番 小島 德重君       12番 小田 昭人君 

13番 波田 政和君       14番 小宮 教義君 

15番 上野洋次郎君       16番 大浦 孝司君 

17番 作元 義文君       18番 黒田 昭雄君 

19番 初村 久藏君                 
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教育部長  八島 誠治君 
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上対馬振興部長  森山 忠昭君 

美津島行政サービスセンター所長  瀧川 昌浩君 

峰行政サービスセンター所長  藤原 亘宏君 

上県行政サービスセンター所長  原田 勝彦君 

消防長  主藤 庄司君 

会計管理者  阿比留 裕君 

監査委員事務局長  内山  歩君 
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農業委員会事務局長  主藤 公康君 

 

午前10時00分開議 

○議長（初村 久苹君）  おはようございます。 

 配付しております議事日程第２号により、本日の会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．承認第２号 

日程第２．承認第３号 

日程第３．承認第４号 

日程第４．承認第５号 

○議長（初村 久苹君）  日程第１、承認第２号、専決処分の承認を求めることについて（令和

２年度対馬市一般会計補正予算（第１６号））から、日程第４、承認第５号、専決処分の承認を

求めることについて（令和２年度対馬市介護保険特別会計補正予算（第４号））までの４件を一

括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。総務部長、木寺裕也君。 

○総務部長（木寺 裕也君）  ただいま議題となりました承認第２号、専決処分の承認を求めるこ

とについて、その提案理由と内容について御説明いたします。 

 本案は、令和２年度対馬市一般会計補正予算（第１６号）を去る３月３１日付で地方自治法第

１７９条第１項の規定により専決処分いたしましたので、同条第３項の規定により報告し、承認

を求めるものでございます。 

 今回の補正予算は、地方譲与税、地方交付税等をはじめとする交付金の額の確定によるもの及

び事務事業費の決定による財源調整などが主なものでございます。 

 予算書の３ページをお願いいたします。第１条第１項歳入歳出予算の補正でございますが、令

和２年度対馬市一般会計補正予算（第１６号）は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

７億８,６９３万８,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３５６億

３８３万９,０００円とするものでございます。 

 第２項歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、４ページから７ページにかけての「第１表歳入歳出予算補正」によるとするものでご

ざいます。 

 第２条繰越明許費の補正は、８ページから１１ページにかけての「第２表繰越明許費補正」に

よるものとし、繰越明許費についての変更及び廃止をいたしております。 

 東里庁舎改修事業ほか３３件の繰越額を変更し、美津島海水浴場トイレ改修事業ほか２件を廃
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止しております。結果、繰越明許費は７２件、総額２６億５,５５４万３,０００円となっており

ます。 

 第３条地方債の補正は、１０ページ、１１ページの「第３表地方債補正」によるとするもので

ございます。 

 事業費の決定等により追加及び変更し、起債限度額を３７億９,７８０万円と定めております。 

 次に、歳入歳出補正予算の内容について、主なものを御説明いたします。 

 まず歳入でございますが、１６ページをお願いいたします。２款地方譲与税から２０ページの

１２款交通安全対策特別交付金まででございますが、交付額の確定によりそれぞれ追加または減

額をいたしております。 

 ２０ページをお願いいたします。１１款地方交付税につきましては、普通交付税を４億

６,５５２万５,０００円、特別交付税を４億２,２２７万８,０００円追加し、補正後の普通交付

税は１２７億４,３９８万９,０００円、特別交付税は１４億２,２２７万８,０００円となってお

ります。前年度と比較しますと、普通交付税が１億６,２８４万８,０００円の増、特別交付税が

１億１,８０３万４,０００円の増となっております。 

 １３款分担金及び負担金、１４款使用料及び手数料、２２ページからの１５款国庫支出金及び

２４ページからの１６款県支出金につきましては、事業費の決定等に伴う負担金、補助金等の追

加、減額でございます。 

 ３０ページをお願いいたします。１７款財産収入につきましては、各種基金利子の決定による

増減が主なものでございます。 

 １８款寄附金でございますが、ふるさと納税７６６万円の増額、ヤマネコ寄附金１２９万

６,０００円の増額、コロナウイルス感染対策予防事業への寄附金１００万円を合わせまして

９９５万６,０００円の追加となっております。 

 １９款繰入金でございますが、財源調整による財政調整基金及び減債基金繰入金の減額と事業

費の決定による各基金からの繰入金をそれぞれ減額いたしております。 

 ３２ページをお願いいたします。２１款諸収入でございますが、公共施設の災害共済金の減な

どによる雑入の減、県後期高齢者医療広域連合への派遣職員人件費負担金の計上が主なものでご

ざいます。 

 ２２款市債でございますが、事業費の決定等により１億５,３２０万円を減額しております。 

 次に歳出でございますが、３６ページをお願いいたします。２款総務費は、１項総務管理費か

ら４２ページの５項統計調査費まで、事業費の決定等による減額が主なものでございますが、

１項総務管理費３目財政管理費で振興基金積立金に２億３,５６８万円を、過疎地域自立促進特

別事業基金積立金に６,４５０万円をそれぞれ追加しております。 
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 ４０ページをお願いいたします。７目企画費で、がんばれ国境の島対馬ふるさと応援基金積立

金７６６万を追加しております。 

 ４２ページをお願いいたします。３款民生費でございますが、１項社会福祉費から４８ページ

の３項生活保護費まで、各種扶助費や国民健康保険特別会計、介護保険特別会計への繰出金の減

額など、事業費の決定などによる減額が主なものでございます。 

 ４８ページをお願いいたします。４款衛生費でございますが、１項保健衛生費は事業費の決定

などによる減額が主なものでございますが、１目保健衛生総務費で長崎県病院企業団負担金に

１億６７２万８,０００円を、国費精算返還金に３３万９,０００円をそれぞれ追加し、２目予防

費で月額会計年度任用職員人件費や事務費など、新型コロナウイルスワクチン接種に係る経費

３,６２３万４,０００円を追加しております。 

 ５２ページをお願いいたします。２項清掃費につきましては、生ごみ等資源再利用業務委託料、

海岸漂着物等地域対策推進業務委託料のほか、各施設の維持管理経費の減額が主なものでござい

ます。 

 ５４ページをお願いいたします。６款農林水産業費でございますが、１項農業費は、農業用ハ

ウス・畜舎等復旧対策支援事業補助金、有害鳥獣捕獲補助金の減額など、事業費の決定などによ

る減額が主なものでございます。 

 ５６ページをお願いいたします。２項林業費は、森林環境譲与税活用基金積立金１６９万

３,０００円の追加のほか、しいたけ生産推進補助金、離島輸送コスト助成事業補助金の減額な

ど、事業費の決定などによる減額が主なものでございます。 

 ５８ページをお願いいたします。３項水産業費は、離島漁業再生支援交付金、活魚・鮮魚等輸

送コスト助成事業補助金の減額など、事業費の決定などによる減額が主なものでございます。 

 ６０ページをお願いいたします。７款商工費でございますが、機器故障に伴う温泉施設管理委

託料６２８万７,０００円の追加、寄附金の増額によるツシマヤマネコ基金積立金１２９万

７,０００円の追加のほか、事業費の決定などによる減額が主なものでございます。 

 ６２ページをお願いいたします。８款土木費でございますが、２項道路橋りょう費３目道路新

設改良費における事業費の組替えでございます。 

 ６６ページをお願いいたします。６項住宅費２目住宅建設費における住宅改善工事１８０万

１,０００円の追加のほか、事業費の決定などによる減額が主なものでございます。 

 ９款消防費でございますが、上対馬出張所移転事業の事業費内訳の変更のほか、事業費の決定

などによる減額が主なものでございます。 

 １０款教育費は、事業費の決定などによる減額が主なものでございますが、７６ページをお願

いいたします。５項社会教育費３目文化財保護費で、県立対馬歴史民俗資料館運営費負担金
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２３９万３,０００円を追加しております。 

 ７８ページをお願いいたします。１１款災害復旧費につきましても、事業費の決定などによる

減額が主なものでございます。 

 ８０ページをお願いします。１２款公債費は、一時借入金利子の減額でございます。 

 なお、８２ページから８５ページにかけまして、補正予算給与費明細書を添えていますので、

御参照方よろしくお願いいたします。 

 以上、簡単ではございますが提案理由の説明を終わります。御審議の上、御承認賜りますよう

よろしくお願いいたします。 

○議長（初村 久苹君）  健康づくり推進部長、松井惠夫君。 

○健康づくり推進部長（松井 惠夫君）  ただいま一括議題となりました承認第３号、専決処分の

承認を求めることについて、その提案理由と内容について御説明いたします。 

 本案は、令和２年度対馬市診療所特別会計補正予算（第５号）を地方自治法第１７９条第１項

の規定により、令和３年３月３１日付で専決処分を行いましたので、同条第３項の規定によりこ

れを報告し、承認を求めるものでございます。 

 今回の補正予算は、歳入は、外来収入及び繰入金の減額、歳出は、施設管理費及び医業費の減

額が主なものでございます。 

 予算書の３ページをお願いいたします。令和２年度対馬市診療所特別会計補正予算（第５号）

は、次に定めるところによることを規定し、第１条第１項歳入歳出予算の補正は、歳入歳出予算

の総額から歳入歳出それぞれ２,５５３万２,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ４億３,６０３万９,０００円とするものでございます。第２項歳入歳出予算の補正の款

項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、４ページから５ページ

にかけての「第１表歳入歳出予算補正」によるとするものでございます。 

 次に、歳入歳出補正予算の内容につきまして御説明申し上げます。 

 まず歳入でございますが、予算書は８ページをお願いいたします。１款診療収入１項外来収入

を１,８６４万８,０００円減額しております。 

 ４款繰入金１項他会計繰入金は、一般会計からの繰入金を１,８０４万４,０００円減額してお

ります。繰入金減額の主な理由といたしましては、歳出の施設管理費、医業費の減額によるもの

でございます。 

 ６款諸収入１項雑入は、特定健診、インフルエンザ予防接種収入が主なもので１,２５０万

４,０００円の増額となっております。 

 次に、歳出について御説明させていただきます。 

 １０ページをお願いいたします。１款総務費１項施設管理費１目一般管理費は、診療所運営に



 

- 26 - 

係る一般管理費を１,５２７万９,０００円、２款医業費１項医業費１目医業用機械器具費を

２２０万１,０００円、同じく３目医業用衛生材料費を８０５万２,０００円減額しているもので

ございます。 

 なお、１２ページから１３ページにかけまして、補正予算給与費明細書を掲げておりますので

御参照願います。 

 以上、提案理由の説明を終わります。よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上

げます。 

○議長（初村 久苹君）  福祉保険部長、乙成一也君。 

○福祉保険部長（乙成 一也君）  ただいま一括議題となりました承認第４号並びに承認第５号に

つきましては福祉保険部所管でございますので、その提案理由と内容について御説明申し上げま

す。 

 承認第４号、令和２年度対馬市国民健康保険特別会計補正予算（第５号）並びに承認第５号、

令和２年度対馬市介護保険特別会計補正予算（第４号）は、それぞれ去る３月３１日付で地方自

治法第１７９条第１項の規定により専決処分を行いましたので、同条第３項の規定により報告し、

承認を求めるものでございます。 

 まず、承認第４号、令和２年度対馬市国民健康保険特別会計補正予算（第５号）でございます

が、今回の補正予算は、被保険者療養給付費の減額が主なものでございます。 

 補正予算書の３ページをお願いします。令和２年度対馬市国民健康保険特別会計補正予算（第

５号）は、次に定めるところによることを規定し、第１条第１項で歳入歳出予算の補正は、歳入

歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ６,７６１万４,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ４５億８,６３４万３,０００円とするものでございます。第２項で、歳入歳出

予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、４ペー

ジから５ページにかけての「第１表歳入歳出予算補正」によるとするものでございます。 

 次に、歳入歳出補正予算の内訳につきまして御説明申し上げます。 

 歳入の主なものでございますが、８ページから１１ページをお願いします。１款国民健康保険

税につきましては、現年分の２,７３７万４,０００円の増額でございます。 

 ３款国庫支出金は、国保システム開発費等補助金の２１４万２,０００円を計上いたしており

ます。 

 ４款県支出金は、療養給付費の決定に伴う減額でございます。 

 ６款繰入金は、職員給与等繰入金、出産育児一時金等繰入金の決定に伴う減額でございます。 

 ８款諸収入は、一般被保険者第三者納付金、返納金等の追加でございます。 

 次に、歳出でございますが、予算書は１２ページ、１３ページをお願いします。１款総務費
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１項総務管理費は、旅費及びマイナンバー制度対応システム整備委託料の減額、２項徴税費は、

過誤納還付金及び還付加算金の不用見込額による減額でございます。 

 ２款保険給付費１項療養諸費は、一般被保険者療養給付費、傷病手当金の不用見込額による減

額でございます。４項出産育児諸費は、出産育児一時金の確定による減額でございます。 

 ３款国民健康保険事業費納付金は、財源内訳の変更によるものでございます。 

 １４ページ、１５ページをお願いします。５款保健事業費につきましては、不用見込みによる

減額でございます。 

 ６款基金積立金は、財政調整基金積立金に７６４万７,０００円の追加でございます。 

 続きまして、承認第５号、令和２年度対馬市介護保険特別会計補正予算（第４号）につきまし

て御説明申し上げます。 

 今回の補正予算は、介護サービスの給付見込みによる減額が主なものでございます。 

 予算書の３ページをお願いします。令和２年度対馬市介護保険特別会計補正予算（第４号）は、

次に定めるところによることを規定し、第１条第１項で歳入歳出予算の補正は、歳入歳出予算の

総額から歳入歳出それぞれ１億８４８万９,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ３９億７,７９９万８,０００円とするものでございます。第２項で、歳入歳出予算の補

正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、４ページから

５ページにかけての「第１表歳入歳出予算補正」によるものとするものでございます。 

 次に、歳入歳出補正予算の内容につきまして御説明申し上げます。 

 歳入でございますが、予算書は８ページから１１ページをお願いします。１款保険料は、第

１号被保険者の現年度分普通徴収保険料８２９万１,０００円の増額でございます。 

 ３款国庫支出金から７款２項基金繰入金までは、交付額の決定などによりそれぞれ追加または

減額をいたしております。 

 次に、歳出について御説明いたします。１２ページから１３ページをお願いします。１款総務

費１項総務管理費は、職員給与手当など不用額の減額、３項介護認定審査会費及び５項計画策定

委員会費は不用見込みによる減額でございます。 

 ２款保険給付費は、介護サービス給付の不用見込みによる減額でございます。 

 １４ページから１７ページをお願いします。６款諸支出金は、第１号被保険者過年度分保険料

返還金の減額でございます。８款地域支援事業費は、各事業の不用見込みによる減額でございま

す。 

 以上で、承認第４号並びに承認第５号の提案理由とその内容の説明を終わります。御審議の上、

御承賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（初村 久苹君）  説明が終わりました。 
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 これから質疑を行います。まず、承認第２号に対する質疑はありませんか。９番、脇本啓喜君。 

○議員（９番 脇本 啓喜君）  まず、４０ページなんですが、８目の市民協働推進費、額として

はそれほど大きくないんですけど、３０％の減になりますね。減額となった、もともと予定して

いた事業とかがあれば、どういうものが減額になったのか教えてください。 

 それから４５ページ、２０節の移動支援事業給付費、これは１,８０８万２,０００円の減。ま

ず、市民の皆様もどういう事業なのかよく分からないところもあると思いますので、この事業自

体がどういう事業なのか。それから、この１,８００万ですかね、見込みよりも減った、減額に

なったであろう、まだ分析はなかなかしていないかもしれませんが、その辺が分かるのであれば

教えてください。 

 以上です。 

○議長（初村 久苹君）  しまづくり推進部長、伊賀敏治君。 

○しまづくり推進部長（伊賀 敏治君）  お答えします。 

 ８目、市民協働推進費の報酬から負担金までの減額分ということですね。ここに書いてあると

おりなんですけども、講師の謝礼であったりとか、普通旅費であったりとか、各種予定していた

事業が、コロナの影響によりまして島外に行けなかったりとか、講師をお呼びすることができな

かったりとかした分の精算ということでございます。 

○議長（初村 久苹君）  福祉保険部長、乙成一也君。 

○福祉保険部長（乙成 一也君）  障害者の移動に伴う給付の支援ということでございまして、令

和２年度の実績におきましては、利用者が５３５人というところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（初村 久苹君）  ９番、脇本啓喜君。 

○議員（９番 脇本 啓喜君）  ４５ページの移動支援事業給付費ということについて今質問した

んですが、障害者の移動支援ということですが、ちょっとそれではなかなか具体的にイメージで

きないと思いますので、どういう事業をなされていて、それで対象者どのくらいいるのか、ここ

ありましたけれども、１,８０８万円という減額というのは、この５００何人からするとかなり

大きい金額だと思うんですが、利用者自体がこれだけで、それで減額が１,８００万というのは

かなり大きい額だと思うんですが、違いますか、これ。何か違います。 

○議長（初村 久苹君）  福祉保険部長、乙成一也君。 

○福祉保険部長（乙成 一也君）  記載の件ですけども、自立支援事業が、脇本議員おっしゃるよ

うに１,８６８万２,０００円で、移動支援事業のほうは減額で５２万１,８９８円ということで

ございます。 

○議長（初村 久苹君）  いいですか。ほかに質疑はありませんか。１１番、小島德重君。 



 

- 29 - 

○議員（１１番 小島 德重君）  ７２ページですね、中学校の教育振興費の中の義務教育振興費

の中で修学旅行の補助金の減額が７６０万余りの減額が出ています。これの理由といいますか、

どういうことか。もし分かれば説明をお願いします。 

○議長（初村 久苹君）  教育部長、八島誠治君。 

○教育部長（八島 誠治君）  失礼いたします。小島議員の御質問にお答えいたします。 

 修学旅行の減額の理由ということでございます。令和２年度につきましては、修学旅行につき

まして、コロナウイルスの関係で修学旅行を中止し、令和３年度に延期した学校とか、島内に旅

行先を変更したところによりまして、事業費の減とか、あとは児童数、生徒数の見込み減等によ

って減額としております。よろしいでしょうか。 

○議長（初村 久苹君）  １１番、小島德重君。 

○議員（１１番 小島 德重君）  概要は分かりました。それで、多分また今年度もそういうこと

が危惧されるわけですけども、修学旅行というのは、児童生徒にとっては大変貴重な学習の場、

体験の場でありますよね。そのあたりで教育委員会としては、学校サイドを指導されるのに、ど

ういうふうな基本方針というか、そういうものがあるかと思います。そのあたりを説明できれば

説明をしていただきたいなと思います。 

 そして、中学校が島外、小学校も島外に出るんですけども、島外に出た学校と、そして全く中

止した学校、それから島内に切り替えた学校もあるように有線放送等では見ましたけども、その

あたりの説明ができればお願いをします。 

○議長（初村 久苹君）  教育部長、八島誠治君。 

○教育部長（八島 誠治君）  学校への指導ということでございますけれども、令和２年度に小学

校が数校、島内に切り替えた学校もございまして、島内もよかったよという子供たちの反響もあ

った部分もあります。そうところもありまして、島内も含めて、コロナ対策を十分配慮しながら

修学旅行を進めていくというようにお願いをしております。 

 また、令和２年度で延期したところにつきましては、今年度実施するような形にしておりまし

て。ちなみに島内に変更したところは、小学校が７校ございます。それから、次年度に延期した

ところが、中学校が５校という形になっております。 

 以上です。 

○議長（初村 久苹君）  いいですか。１１番、小島德重君。 

○議員（１１番 小島 德重君）  多分、中体連関係の予算も減額があっておりましたよね。これ

も恐らく多分コロナの影響で遠征等が中止になったりとか減になったんだろうと思いますが、そ

のあたり対馬市としての子供たちの参加の場、あるいは体験の場というのと兼ね合いが大変難し

いと思いますけども、いろんな情報収集等していただいて、できるだけ安全確保した上で、行事
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あるいは大会等が開かれるように要望しておきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（初村 久苹君）  ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  質疑なしと認めます。 

 次に、承認第３号から承認第５号までの３件に対する質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。承認第２号から承認第５号までの４件は委員会への付託を省略したいと思いま

す。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  異議なしと認めます。４件は委員会への付託を省略することに決定しま

した。 

 これから各案ごとに討論、採決を行います。 

 承認第２号、専決処分の承認を求めることについて（令和２年度対馬市一般会計補正予算（第

１６号））について討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  討論なしと認め、採決をします。承認第２号は原案のとおり承認するこ

とに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  異議なしと認めます。承認第２号は原案のとおり承認されました。 

 承認第３号、専決処分の承認を求めることについて（令和２年度対馬市診療所特別会計補正予

算（第５号））について討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  討論なしと認め、採決します。承認第３号は原案のとおり承認すること

に御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  異議なしと認めます。承認第３号は原案のとおり承認されました。 

 承認第４号、専決処分の承認を求めることについて（令和２年度対馬市国民健康保険特別会計

補正予算（第５号））について討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  討論なしと認め、採決します。承認第４号は原案のとおり承認すること
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に御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  異議なしと認めます。承認第４号は原案のとおり承認されました。 

 承認第５号、専決処分の承認を求めることについて（令和２年度対馬市介護保険特別会計補正

予算（第４号））について討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  討論なしと認め、採決します。承認第５号は原案のとおり承認すること

に御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  異議なしと認めます。承認第５号は原案のとおり承認されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第５．承認第６号 

○議長（初村 久苹君）  日程第５、承認第６号、専決処分の承認を求めることについて（令和

３年度対馬市一般会計補正予算（第２号）を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。総務部長、木寺裕也君。 

○総務部長（木寺 裕也君）  ただいま議題となりました承認第６号、専決処分の承認を求めるこ

とについて、その提案理由と内容を御説明申し上げます。 

 本案は、令和３年度対馬市一般会計補正予算（第２号）を去る４月１５日付で地方自治法第

１７９条第１項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第３項の規定により報告し、承

認を求めるものでございます。 

 この補正は、新型コロナウイルス感染症に係る事業及び本年３月末に発生しました林道災害復

旧事業の経費を計上するものでございます。 

 予算書３ページをお願いいたします。第１条第１項歳入歳出予算の補正でございますが、令和

３年度対馬市一般会計補正予算（第２号）は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４,５１４万

６,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３１０億３,６３５万３,０００円

とするものでございます。第２項歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並び

に補正後の歳入歳出予算の金額は、４ページから５ページにかけての「第１表歳入歳出予算補

正」によるものとするものでございます。 

 次に、歳入歳出補正予算の内容について御説明いたします。 

 ８ページをお願いいたします。まず歳入でございますが、１１款地方交付税は普通交付税

９００万円を追加しております。１５款国庫支出金２項国庫補助金は、新型コロナウイルス感染

症セーフティネット強化交付金３,２５０万円及び新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時
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交付金３６４万６,０００円を計上しております。 

 続きまして、歳出について御説明いたします。 

 なお、歳出につきましては、別途参考資料をタブレットに掲載しておりますので、後ほど御参

照ください。 

 １０ページをお願いいたします。３款民生費２項児童福祉費は、低所得の子育て世帯に対する

子育て世帯生活支援特別給付金事業のうち、ひとり親世帯を対象とした給付金３,０００万円及

び給付に係る事務費２５０万円を計上しております。 

 １０款教育費５項社会教育費は、全国的な新型コロナウイルス感染拡大の影響により、その開

催が一旦延期となった対馬市成人式参加予定者を対象とした衣装レンタルのキャンセル料などに

係る給付金３５７万円、及び給付に係る事務費７万６,０００円を計上しております。 

 １１款災害復旧費１項農林水産施設災害復旧費は、林道茂崎線の災害復旧費９００万円を計上

しております。 

 なお、１２ページ、１３ページに補正予算給与費明細書を添えていますので、御参照方よろし

くお願いいたします。 

 以上、簡単ではございますが、提案理由の説明を終わります。御審議の上、御承認賜りますよ

うよろしくお願いいたします。 

○議長（初村 久苹君）  暫時休憩いたします。再開は１１時からといたします。 

午前10時45分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前10時59分再開 

○議長（初村 久苹君）  再開します。 

 これから承認第６号について質疑を行います。質疑ありませんか。９番、脇本啓喜君。 

○議員（９番 脇本 啓喜君）  まず、参考資料の上のほうなんですけども、低所得の子育て世帯

に対する子育て世帯生活支援給付金ということで、参考資料のほうに、対象者が①、②、③と出

ています。①令和３年４月分の児童扶養手当の支給を受けている者（申請不要）。②公的年金等

を受給していることにより、令和３年４月分の児童扶養手当の支給を受けていない者、児童扶養

手当に係る支給制限限度を下回る者に限る。③令和３年４月分の児童扶養手当は受給していない

が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給して

いる方と同じ水準になっている者ということで対象者が書いてあるんですが、①のほうはしっか

り市役所のほうで、データとして把握できるので、申請不要ということだと思うんです。 

 ４番のスケジュールのところに、②、③の対象者についても、可能な限り速やかに支給、要申

請となっているんですが、実際のところ、この②と③があること、なかなか市民は理解できない
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と思うんですが、実際のところ、②と③で申請があった方というのは、どのくらいいらっしゃる

んでしょうか。件数で結構ですので教えてください。 

○議長（初村 久苹君）  福祉保険部長、乙成一也君。 

○福祉保険部長（乙成 一也君）  脇本議員の質問にお答えいたします。 

 低所得の子育て世帯に対する、子育て世帯生活支援特別給付金、ひとり親世帯なんですけども、

この対象者の②と③については、申請がどのようになっているのかということでございますけれ

ども、②と③の申請は、議員おっしゃるように、申請が必要でございまして、この受付を５月の

１７日から行っておるところでございます。 

 ちょっとすみません。申請の数は今、私が把握しておりませんで、申し訳ございません。 

 ①の分に関しては、児童扶養手当の対象者は、５月１８日に支給が終わっておりまして、

３０７世帯、児童４８０人分の２,４００万円を支給しております。 

 以上でございます。 

○議長（初村 久苹君）  ９番、脇本啓喜君。 

○議員（９番 脇本 啓喜君）  これ、②と③については、もちろん申請主義なので、申請してき

た方にお支払いするということになるんでしょうが、先ほども申し上げたように、自分が対象者

かどうか、なかなか市民は分からないと思うんです。 

 先ほど、私読み上げましたけれども、この対象者がどうなのか、児童扶養手当を支給限度額で

すか、これが下回る者とありますけれども、こういうものも一般の市民はなかなか分かりにくい

と思うんです。 

 児童１人当たり一律５万円出る中で、なかなか難しいことは、重々承知しているんですが、対

象になりそうな方をどうにか支給してあげることができないのか、これ要望です。 

 なかなか難しいのは、重々承知しておりますので、せっかく国から支給されるお金ですので、

そういう対象者になるべく行き渡るように、何か対馬市の持っているビッグデータ等を利用して

でもできないのかということを、御検討いただければありがたいと思います。 

 それから次、その下のほうの成人式の延期のことについてなんですが、新型コロナがまたその

とき、蔓延したので仕方なかったと思うんですが、例えばこれ１月に延期をした際にオンライン

で何かやるとか、そういうことは検討できなかったのか、多くの自治体でそういう取組をやって

いるところがありました。 

 特に、本市の場合は半数近くは島外からの参加者ではないかと思われます。 

 もし、また成人式延期した時期に蔓延した場合、開催が難しいというのは、ある程度予想でき

ることだと思いますので、そのあたりの検討はなされたのかどうか、今後その点についてどうい

うふうに取り組むのか、フェイスブック等でも、ちょうど成人式を迎える親御さんたちも、本人



 

- 34 - 

もそうですけど、がっかりされていましたので、何かそういった手当てができないのか、検討中

であれば、そういうことについて答弁いただけますか。 

○議長（初村 久苹君）  教育長、永留和博君。 

○教育長（永留 和博君）  県内でもオンラインで実施をした自治体が何か所かありましたけれど

も、１月３日延期を決めた際に、対馬市としては、そのことは、オンラインでやるということは

検討はしておりません。 

 やはり、成人式に参加をして、子供たちの一番の楽しみというのは、仲間と出会うことだとい

うふうに捉えました、オンライン等で挨拶だけ聞いても、そうないのかなという捉え方をしまし

たので、５月に延期をして実施をしようということにいたしました。 

 以上です。 

○議長（初村 久苹君）  ９番、脇本啓喜君。 

○議員（９番 脇本 啓喜君）  私もＳＮＳ等、２０１２年ぐらいから始めているんですが、その

自己紹介のＰＲのところに、私こういうことを書いています。 

 ＳＮＳはオフ会をするためのツールだということを書いています。私はそれをモットーとして、

ＳＮＳをやっております。 

 というのは、簡単にいうと、こういう田舎にいても、日本中どころか、世界中の人とつながる

ことができる。これがオンラインです。 

 成人式のときには、オンラインでしかつながらなかったとしても、そこで消息がある程度分か

って、コロナが収束したあと、また会おうよ、小グループでも会おうよということもあり得ると

思うんです。 

 そのときに、また対馬の話題が出るはずです。その中から対馬に帰ってみようかと思う子供た

ちも出るかもしれません。そういうところまで思いをはせていただきたかったなと思います。 

 今後、対馬市のほうもデジタルを推進する部署をつくっていらっしゃる。しっかりそういうと

こも取り組んでいくことだと思いますので、デジタルの推進、市長、教育長、よろしくお願いし

ます。 

○議長（初村 久苹君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  議員おっしゃられるように、今回はオンラインでの成人式は行われませ

んでした。 

 そういう中で、ユーチューブのほうを活用いたしまして、私のほうから成人者に向けてのお祝

いのメッセージを発信したというところで、今回は、大変申し訳なかったなと、こういうことで、

今後、またこのような機会に、そこら辺は検討はしてみたいと思います。 

○議長（初村 久苹君）  ほかに質疑ありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。承認第６号は委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  異議なしと認めます。承認第６号は委員会の付託を省略することに決定

しました。 

 これから討論、採決を行います。 

 承認第６号、専決処分の承認を求めることについて（令和３年度対馬市一般会計補正予算（第

２号））について討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  討論なしと認め、採決します。承認第６号は、原案のとおり承認するこ

とに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  異議なしと認めます。承認第６号は原案のとおり承認されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第６．承認第７号 

日程第７．承認第８号 

日程第８．承認第９号 

日程第９．承認第１０号 

○議長（初村 久苹君）  日程第６、承認第７号、専決処分の承認を求めることについて（対馬市

区長設置条例の一部を改正する条例）から、日程第９、承認第１０号、専決処分の承認を求める

ことについて（対馬市介護保険条例の一部を改正する条例）までの４件を一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。総務部長、木寺裕也君。 

○総務部長（木寺 裕也君）  ただいま一括議題となりました承認第７号につきましては、総務部

所管でありますので、提案理由とその内容を御説明申し上げます。 

 承認第７号、対馬市区長設置条例の一部を改正する条例につきましては、去る３月３１日付で

地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第３項の規定によ

り報告し、その承認を求めるものでございます。 

 新旧対照表３ページをお願いいたします。 

 このたびの改正は、地方公務員法及び地方自治法の一部改正が、令和２年４月１日に施行され

たことに伴い、特別職非常勤職員の任用要件の厳格化が図られ、区長は特別職非常勤職員から私

人となるため、市内各行政区に区長を委嘱し、各区長にお願いをしております、第４条の事務に
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つきまして、所要の改正を行うものでございます。 

 なお、附則で施行期日を令和３年４月１日といたしております。 

 以上、承認第７号につきまして提案理由の説明を終わります。御審議の上、御承認賜りますよ

うよろしくお願いいたします。 

○議長（初村 久苹君）  市民生活部長、二宮照幸君。 

○市民生活部長（二宮 照幸君）  ただいま一括議題となりました承認第８号は、市民生活部所管

の議案でありますので、その提案理由と内容につきまして御説明申し上げます。 

 承認第８号、対馬市税条例等の一部を改正する条例につきましては、去る３月３１日付で地方

自治法第１７９条第１項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第３項の規定により報

告し、その承認を求めるものでございます。 

 新旧対照表は４ページから２８ページを御参照願います。 

 今回の改正は、地方税法の一部を改正する法律等が令和３年３月３１日に公布され、令和３年

４月１日から施行されたことに伴い、市税条例等の改正を行うものであります。 

 改正の主な内容は、まず個人市民税につきましては、非課税範囲に係る扶養親族の取扱いの見

直し、軽自動車税につきましては、環境性能割の税率を１％分減額する臨時的軽減について適用

期限を９か月延長し、期限を令和３年１２月３１日とするための所要の改正であります。 

 固定資産税につきましては、わがまち特例の特例率の規定に伴う所要の改正であります。 

 今回の改正では、併せて附則につきましても所要の改正を行っております。なお、附則で施行

期日を令和３年４月１日としておりますが、各号に上げる規定は、当該各号に定める施行期日を

定めております。 

 以上、簡単ではございますが、承認第８号の提案理由の説明とさせていただきます。御審議の

上、御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（初村 久苹君）  福祉保険部長、乙成一也君。 

○福祉保険部長（乙成 一也君）  ただいま一括議題となりました承認第９号並びに承認第１０号

につきましては、福祉保険部所管でございますので、その提案理由と内容につきまして御説明申

し上げます。 

 承認第９号、対馬市国民健康保険条例の一部を改正する条例並びに承認第１０号対馬市介護保

険条例の一部を改正する条例につきましては、それぞれ去る３月３１日付で地方自治法第

１７９条第１項の規定により専決処分を行いましたので、同条第３項の規定により、これを報告

し、承認を求めるものでございます。 

 まず、承認第９号、対馬市国民健康保険条例の一部を改正する条例でございますが、新旧対照

表の２９ページをお願いします。 
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 今回の改正は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律が、令和３年

２月３日に公布されたことに伴い、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病

手当金の支給について、所要の改正を行うものでございます。 

 なお、附則で施行期日を令和３年４月１日といたしております。 

 続きまして、承認第１０号、対馬市介護保険条例の一部を改正する条例につきまして、新旧対

照表の３０ページから３３ページをお願いします。 

 今回の改正は、介護保険料について低所得者の軽減強化対策が継続されることから、令和３年

度から令和５年度の保険料について、所得段階の第１段階から第３段階の減額を行うものでござ

います。 

 また、新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減額措置が改正されたことにより、

減額の要件について所要の改正を行うものでございます。 

 なお、附則で施行期日を令和３年４月１日からといたしております。 

 以上で、承認第９号並びに承認第１０号の提案理由とその内容の説明を終わります。御審議の

上、御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（初村 久苹君）  説明が終わりました。 

 これから４件に対する一括質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。４件は委員会への付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  異議なしと認めます。４件は委員会への付託を省略することに決定しま

した。 

 これから４件について、一括して討論、採決を行います。 

 ４件について討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  討論なしと認め、採決します。承認第７号、専決処分の承認を求めるこ

とについて（対馬市区長設置条例の一部を改正する条例）、承認第８号、専決処分の承認を求め

ることについて（対馬市税条例等の一部を改正する条例）、承認第９号、専決処分の承認を求め

ることについて（対馬市国民健康保険条例の一部を改正する条例）、承認第１０号、専決処分の

承認を求めることについて（対馬市介護保険条例の一部を改正する条例）の４件は、原案のとお

り承認することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（初村 久苹君）  異議なしと認め、４件は原案のとおり承認されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１０．報告第１号 

日程第１１．報告第２号 

日程第１２．報告第３号 

○議長（初村 久苹君）  日程第１０、報告第１号、令和２年度対馬市一般会計継続費繰越計算書

についてから、日程第１２、報告第３号、令和２年度対馬市水道事業会計繰越計算書についてま

での３件を一括議題とします。 

 各案について報告を求めます。総務部長、木寺裕也君。 

○総務部長（木寺 裕也君）  ただいま一括議題となりました、報告第１号並びに報告第２号は総

務部の所管でございますので、続けて御説明いたします。 

 まず報告第１号、令和２年度対馬市一般会計継続費繰越計算書につきましては、地方自治法施

行令第１４５条第１項の規定により、別紙のとおり報告するものでございます。 

 本案は、令和２年度までに一般会計予算で継続費の議決をいただきました博物館建設事業、市

道目保呂ダム支線道路災害復旧事業につきまして、議案書３４ページに記載いたしておりますと

おり、それぞれ３,２５３万５,２３５円、８,９９９万円を令和２年度対馬市一般会計継続費繰

越計算書のとおり翌年度に繰り越すものでございます。 

 続きまして、報告第２号、令和２年度対馬市一般会計繰越明許費繰越計算書につきましては、

地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により、別紙のとおり報告するものでございます。 

 本案は、令和２年度中に一般会計予算で繰越明許費の議決をいただきました、議案書３６ペー

ジから３９ページに記載しております７２件の事業、２６億５,５５３万３,３４２円を、令和

２年度対馬市一般会計繰越明許費繰越計算書のとおり翌年度に繰り越すものであります。 

 なお、翌年度繰越額につきましては、さきに議決をいただきました範囲内で繰越しをいたして

おります。 

 以上で報告を終わります。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（初村 久苹君）  水道局長、立花大功君。 

○水道局長（立花 大功君）  ただいま一括議題となりました議案のうち、報告第３号、令和２年

度対馬市水道事業会計繰越計算書について御説明申し上げます。 

 議案書４１ページをお願いいたします。 

 令和２年度対馬市水道事業会計の建設改良費を翌年度に繰越しいたしましたので、地方公営企

業法第２６条第３項の規定に基づき、別紙のとおり議会に報告するものでございます。 

 ４２ページをお願いいたします。 
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 繰越しいたしました事業は、１款資本的支出１項建設改良費の対馬市地下水源開発調査事業と

田川水道管移設工事、田塚浜橋工区及び田川水道管移設工事、無名橋工区の３件で、翌年度繰越

額は９８０万円でございます。 

 繰越理由でございますが、対馬市地下水源開発調査事業につきましては、電気探査による地下

水調査業務でございますが、入札の不調により、そこに日数を要したこと、田川水道管移設工事

の２件に関しましては、長崎県施工の田川総合流域防災工事に対する水道管施設補償工事でござ

いますが、県工事が翌年度に繰越しされたため、年度内完成が困難となり、繰越しとなったもの

でございます。 

 以上、簡単ではございますが、報告第３号の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（初村 久苹君）  報告が終わりました。 

 これから３件に対する一括質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 以上で、報告第１号から報告第３号までの報告を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１３．議会運営委員会の閉会中の継続調査について 

○議長（初村 久苹君）  日程第１３、議会運営委員会の閉会中の継続調査についてを議題としま

す。 

 議会運営委員長から、会議規則第１１１条の規定により、定例会及び臨時会の会期日程等の議

会運営に関する事項、議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項及び議長の諮問に関

する事項等について、閉会中の継続調査の申出があっております。 

 お諮りします。議会運営委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  異議なしと認めます。議会運営委員長から申出のとおり、閉会中の継続

調査とすることに決定しました。 

 お諮りします。本議会における議決の結果、条項、字句、数字その他において整理を要するも

のがある場合、その整理権を会議規則第４３条の規定によって議長に委任願います。御異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  異議なしと認めます。したがって、整理権は議長に委任することに決定

しました。 
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癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（初村 久苹君）  以上で、本日の議事日程は全て終了しました。 

 市長から挨拶の申出があっておりますので、これを受けます。市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  第２回対馬市議会臨時会の閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げ

ます。 

 本日は、慎重に御審議いただき、全ての議案につきまして、御決定賜りましてありがとうござ

いました。 

 本臨時会で議決いただきました案件につきましては、市民皆様の生活と福祉の向上のため、適

正な事務処理に努め、速やかに対処してまいりたいと存じます。今臨時会における議員皆様から

頂きました貴重な御意見につきましては、市政に反映させるべく取り組んでまいりますので、今

後とも御協力賜わりますようお願い申し上げます。 

 今臨時会で議長、副議長をはじめ、議会構成も決定されました。今月２２日には、令和３年第

２回定例会の招集を予定しておりますので、御参集賜りますようお願いいたします。 

 後になりますが、議員皆様をはじめ、市民皆様方の御健勝とますますの御活躍を祈念申し上

げまして、閉会の挨拶といたします。ありがとうございました。 

○議長（初村 久苹君）  会議を閉じます。これをもちまして、令和３年第２回対馬市議会臨時会

を閉会します。お疲れさまでした。 

午前11時31分閉会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 
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   会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 
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